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独立行政法人国際協力機構中期目標 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 29 条の規定により，独

立行政法人国際協力機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関す

る目標（以下「中期目標」という。）を次のとおり定める。 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割 

世界が直面する開発課題が多様化，複雑化，広範化しており，開発途上地域

を含む世界各地のリスクは我が国を含む国際社会全体の平和と安定及び繁栄に

直接的な影響を及ぼす状況となっている。また，新興国・開発途上地域を始め

とする国際社会との協力関係を深化させ，その活力を取り込むことは我が国自

身の持続的な繁栄にとって鍵となっている。 

このような国内外の情勢を踏まえ，我が国は，平成 27 年９月に国連で採択

された持続可能な開発のための 2030 アジェンダや平成 28 年 11 月に発効した

気候変動対策の新たな国際的な法的枠組みであるパリ協定に基づき，民間企業，

地方自治体，NGO/市民社会組織（CSO）を含む国際社会と連携して，開発課

題の解決に向け具体的な行動を取ることが必要である。 

開発協力大綱（平成 27 年２月 10 日閣議決定）では，開発協力の目的を国際

社会の平和と安定及び繁栄の確保により一層積極的に貢献することと定め，そ

の推進を通じて我が国の国益の確保に貢献することとしており，開発協力は外

交政策上の最も重要な手段の一つである。 

外務省の政策体系においては，地域横断的な政策分野別の目標を掲げる中，

横断的な政策分野の目標の１つに「経済協力」を位置づけている。機構は，開

発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与すること

を通じて，国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資す

ることを目的として設置された開発協力機関であり，我が国の開発協力の実施

の中核を占める。機構には，開発協力大綱が示す政策を実現し，国家安全保障

戦略，日本再興戦略，質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ等政府の重要

政策や，持続可能な開発目標（SDGs）実施指針を踏まえつつ 2030 アジェン

ダ等の国際公約の達成にも政府，関係機関，民間企業等と連携して貢献してい

くことが期待される。 

 

２．中期目標の期間 

中期目標の期間は平成 29 年４月１日から平成 34 年３月 31 日までの５年間

とする。 
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３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項1 

開発途上地域の開発課題が多様化，複雑化，広範化する中，機構は国際社会

と協力し，我が国の政策や内外の開発協力のアジェンダを踏まえて開発課題の

解決に取り組む。その際，持続可能な開発のための 2030 アジェンダが掲げる

持続可能な開発目標（SDGs）の理念や人間の安全保障の考え方に則り，開発

効果の最大化を目指して，ICT 等先端技術も活用しつつ，人材育成や経済社会

インフラ整備，法・制度構築等，開発途上地域の自立的発展に向けた支援を実

施する。特に，人材育成は全ての開発課題に共通する国づくりの基礎であるた

め，開発途上地域の人材育成に向けた研修事業を通じ，我が国の知見や技術の

共有等を支援するほか，開発途上地域の高度人材を我が国との間でダイナミッ

クに還流させることにより，我が国と開発途上地域双方におけるイノベーショ

ン環境の改善につなげるための取組も行う。その際，政府や関係機関，民間企

業等との有機的連携にも留意する。また，開発途上国における経済社会，イン

フラ整備が我が国企業を含む民間企業等の活動促進にも資することに留意し，

我が国企業の技術・ノウハウをいかした「質の高いインフラ」整備の支援に取

り組む。 

政府以外の多様な主体がますます重要な役割を果たすようになっていること

を踏まえ，民間部門を含む多様な力を動員，結集するための触媒としての役割

を果たせるよう様々な主体との互恵的な連携を強化し，我が国地域経済の活性

化にも貢献する。 

 

日本の開発協力の重点課題2 

（１）開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそ

れを通じた貧困撲滅） 

持続的な経済成長の基礎の形成を支援するため，気候変動や災害への耐性強

化等を通じた強じん性，低炭素社会の実現等を通じた持続可能性，格差是正，

地方開発，ジェンダー平等等を通じた包摂性にも留意し，特に以下の課題に対

して支援を行う。また，国境を越えた地域の発展と安定に貢献する国際経済回

廊の整備やその沿線開発の支援を行う。 

なお，各取組の相乗効果により，開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力

の確保に貢献するよう留意する。 

 

 

                                                   
1各項目の評価指標及び達成水準設定の考え方は別添２.を参照。また，項目単位で設定す

る重要度及び難易度，外部要因は別添３.を参照。なお，機構の事業に関連する政策評価の

平成 28 年度事前分析は「外務省 28－VI－１ 経済協力」。 
2 下線部を事業等のまとまりとして扱う。なお，「日本の開発協力の重点課題」については，

総務省「独立行政法人の目標の策定に関する指針」II ３.（１）③に基づき，細分化した単
位で目標を定める。具体的には，３.（１）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の

確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）」から「（５）地域の重点取組」の５つを

目標単位とする。 
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ア 都市・地域開発 

持続可能な都市・地域の実現のための支援を行う。その際，持続可能な都

市・地域を実現するためのマスタープラン策定支援及び制度・組織等の能力

開発を重視する。 

 

イ 運輸交通・ICT 

運輸交通網や流通施設，ICTの計画策定や整備に係る支援を行う。その際，

地域・越境インフラを含む質の高い，安全・安心で，持続可能かつ強じんな

運輸交通インフラ・ICT 環境の整備を重視する。 

 

ウ 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上 

 エネルギー供給施設や電力系統等の計画策定や整備に係る支援を行う。そ

の際，質の高いエネルギー供給とアクセスの向上のための低廉・低炭素・低

リスクをバランスよく満たす電源開発や効率的なエネルギーシステムの構築

を重視する。 

 

エ 民間セクター開発 

 ビジネス環境改善や貿易・投資促進，産業振興等のための支援を行う。そ

の際，産業振興機関及び貿易投資促進機関の能力向上，産業政策及びビジネ

ス環境の改善，産業基盤の強化のための職業訓練・高等教育を含む産業人材

育成を重視する。 

 

オ 農林水産業振興 

商業的農業の振興等のための人材育成や態勢整備に係る支援を行う。その

際，生産者の所得向上に向けた市場志向型農業振興を含むフードバリューチ

ェーンの強化を重視する。 

 

カ 公共財政管理・金融市場等整備 

 公正で効果的・効率的な経済活動の基盤となる公共財政管理や金融・資本

市場の制度整備等の支援を行う。その際，適正・公正・透明な財政運営及び

金融部門の安定的な発展に向けた財政当局や金融当局の機能・能力向上を重

視する。 

 

【指標１-１】 都市・地域の持続可能性に留意したマスタープラン策定支援及

び制度・組織等の能力開発支援の実施状況（SDGs Goal11 関

連） 

【指標１-２】 地域・越境インフラを含む質の高い，安全・安心で，持続可能

かつ強じんな運輸交通インフラ及び ICT 環境整備に係る支援

の実施状況（SDGs Goal９（９.１, ９.c）関連） 

【指標１-３】 質の高いエネルギー供給の確保及びエネルギーアクセスの改
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善に資する，低廉・低炭素・低リスクをバランスよく満たす電

源開発や効率的なエネルギーシステム等に係る支援の実施状

況（SDGs Goal７関連） 

【指標１-４】 現地企業の強化やグローバル経済の活力取り込みに資する，産

業振興機関及び貿易投資促進機関の能力向上，産業政策及びビ

ジネス環境の改善に係る支援の実施状況（SDGs Goal８（８.

１，８.２，８.３，８.５，８.６，８.８，８.９），９（９.２，

９.５）関連） 

【指標１-５】 産業基盤の強化に資する，職業訓練・高等教育を含む産業人材

育成に係る支援の実施状況（SDGs Goal４（４.３，４.４）関

連） 

【指標１-６】 ABE イニシアティブ及び Innovative Asia 公約達成のための育

成人材数（長期研修等） 

【指標１-７】 生産者所得向上に資する，市場志向型農業振興を含むフードバ

リューチェーンの強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal２ 

（２.３，２.a）関連） 

【指標１-８】 適正・公正・透明な財政運営並びに金融部門の安定的発展に資

する，財政当局や金融当局の機能・能力向上に係る支援の実施

状況（SDGs Goal８（８.10，８.a），10（10.４，10.５），17

（17.１）関連） 

 

（２）開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（「質の

高い成長」とそれを通じた貧困撲滅） 

絶対的貧困の削減は依然として最も基本的な開発課題である。人々の基礎的

生活を支える人間中心の開発を支援するため，包摂性に留意しつつ，貧困層，

子供，女性，障害者，高齢者等ぜい弱な立場に置かれた人々を含む全ての人々

に対して，特に，以下の課題に対して支援を行う。なお，各取組の相乗効果に

より，開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進に貢献

する。 

 

ア 保健医療 

質の高い保健医療の提供に向けた支援を行う。その際，ユニバーサル・ヘ

ルス・カバレッジ（UHC）を実現するための政策・制度の導入・改革，能力

強化等の保健システムの強化，強じんな保健システムの構築に向けた感染症

への対応能力の強化，看護・助産人材の育成，母子手帳の普及と国際的認知

の向上を重視する。 

 

イ 栄養の改善 

栄養状況の改善に向けた支援を行う。その際，横断的かつ民間活力を活用

した栄養改善活動を重視する。 
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ウ 安全な水と衛生の向上 

安全な水と衛生へのアクセス改善に向けた水の供給と技術・知識の向上へ

の支援を行う。その際，水の供給・利用・管理や衛生に係る能力向上を重視

する。 

 

エ 万人のための質の高い教育 

質の高い教育の提供に向けた支援を行う。その際，子供の学びの改善のた

めの質の高い教育環境の提供，ジェンダー配慮・女子教育の推進，及び疎外

されている人々への教育拡大を重視する。 

 

オ スポーツ 

 スポーツを通じた開発への支援強化を行う。その際，スポーツ・フォー・

トゥモロー（SFT）に貢献する関係機関との連携強化を重視する。 

 

カ 社会保障・障害と開発 

高齢化等に対応するための持続可能な社会保障制度の整備及び障害者の開

発への参画を後押しする支援を行う。その際，社会保障制度の構築，強化に

向けた人材育成支援及び障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害の

視点の組込を重視する。 

 

【指標２-１】 UHC 実現に資する，政策・制度の導入・改革，能力強化等の

保健システムの強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal３（特

に３.８）関連） 

【指標２-２】 強じんな保健システムの構築に資する，感染症への対応能力の

強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal３（３.３, ３.d）関連） 

【指標２-３】 機構の支援を得た保健医療サービスの裨益想定人口 

【指標２-４】 母子保健サービスの向上に資する，看護・助産人材育成等に係

る支援及び母子手帳の普及と国際的認知の向上に係る取組の

実施状況（SDGs Goal３（３.１, ３.２）関連） 

【指標２-５】 栄養状況の改善に資する，分野横断的かつ民間の活力も活用し

た支援の実施状況（SDGs Goal２（２.２）関連） 

【指標２-６】 安全で安価な水の確保に資する，安全な水へのアクセス改善や

水の供給・利用・管理や衛生に係る能力向上支援の実施状況

（SDGs Goal６  関連） 

【指標２-７】 子供の学びの改善に資する，質の高い教育環境の提供，ジェン

ダー配慮・女子教育の推進，及び疎外されている人々への教育

拡大に係る支援の実施状況（SDGs Goal ４ （４.１，４.２，

４.５，４.６，４.７，４.a 及び４.c）関連） 

【指標２-８】 学びの改善のための支援により裨益した子供の人数 

【指標２-９】 SFT に資する，関係機関との連携強化やスポーツを通じた支
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援の実施状況（SDGs Goal ４関連） 

【指標２-10】 社会保障制度の構築に係る支援の実施状況（SDGs Goal１（１.

３），８ （８.５, ８.８），10 （10.４）関連） 

【指標２-11】 障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害の視点の組

込に係る取組状況（SDGs Goal４ （４.５，４.a），８ （８.

５），11 （11.７）関連） 

  

（３）普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現 

自由，民主主義，基本的人権の尊重，法の支配といった普遍的価値を共有し

た平和で民主的な社会の実現のため，特に以下の課題に対して支援を行う。こ

れらの支援に当たっては，個々の事業の目標達成に向け，支援のアプローチや

投入資源の変更等の柔軟性の確保や他機関との連携強化を通じた継続的な支援

実施に重点を置く。 

 

ア 公正で包摂的な社会の実現 

民事法や経済法の起草支援，立法・司法制度の能力強化等を含む法の支配

の促進や，中央・地方の行政の強化等を含むグッドガバナンスの実現や民主

化の促進を支援する。その際，法令の整備及び開発計画の策定，住民と政府

の関係改善や行政サービスの基盤強化，公的機関の機能強化を重視する。 

 

イ 平和と安定，安全の確保 

紛争の影響を受けた人々が平和で安全な生活を取り戻すことを目指し，社

会・人的資本の復興，統治機構・治安の回復，難民・国内避難民と受入社会

の共生に資する支援を行う。その際，紛争再発防止及び社会の融和に向けた

社会・人的資本の復旧・復興，基礎的社会サービスの改善，住民の生計向上，

平和と安定，安全の確保に資する取組を重視する。また，開発機関としての

強みと経験を活かすとともに，人道支援と開発協力の連携を国際機関とも協

調しつつ進める。 

加えて，国際社会における紛争やテロの増加を踏まえ，平和で安全な社会

の維持を目指し，開発途上地域の治安維持能力の強化や海上保安等の法執行

機関等の公的機関の機能強化を含む，海洋・宇宙空間・サイバー空間といっ

た国際公共財に関わる能力強化に係る支援を行う。 

 

【指標３-１】 法令の整備及び開発計画の策定，住民と政府の関係改善や行政

サービスの基盤強化，公的機関の機能強化に係る支援の実施状

況（SDGs Goal16（16.３，16.５，16.６，16.７，16.10），17

（17.18，17.19）関連） 

【指標３-２】 紛争再発防止及び社会の融和に資する，包摂性や透明性等に配

慮した社会・人的資本の復旧・復興，基礎的社会サービスの改

善，住民の生計向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal16 関
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連） 

【指標３-３】 平和で安全な社会の構築に資する，治安維持を担う法執行機関

等の機能強化支援の実施状況（SDGs Goal16 関連） 

【指標３-４】 中東地域安定化のための包括的支援に係る公約達成のための

育成人材数 

 

（４）地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築 

国際開発目標や我が国の政策目標を踏まえ，国際社会全体として地球規模課

題に対応し持続可能かつ強じんな社会を構築するため，特に以下の課題に対し

て支援を行う。なお，各取組の相乗効果により，地球規模課題への取組を通じ

た持続可能で強じんな国際社会の構築に貢献するよう，留意する。 

 

ア 気候変動 

気候変動対策に係る新たな国際枠組みであるパリ協定への対応支援を含め，

国内外の関連機関との連携を通じた気候変動対策への支援を行う。その際，

特に，低炭素社会の実現に向けた取組や適応への支援を重視する。また，開

発計画等への気候変動対策の主流化を進める。 

 

イ 防災の主流化・災害復興支援 

 自然災害に対する強じんな社会づくりの推進に向けた支援を行う。その際，

防災の主流化及び被災国に対する「より良い復興」（ビルドバックベター）の

考え方に基づく支援を重視する。 

 

ウ 自然環境保全 

自然環境保全と人間活動との調和を図るための仕組みづくりの支援を行う。

その際，国内外の関連機関との連携による自然資源管理及び生物多様性保全

を重視する。 

 

エ 環境管理 

急速な人口増加に伴う環境悪化に対応するための都市部の３R（廃棄物等

の発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル））の

推進，大気汚染や水質汚濁の防止といった住環境の改善や持続可能な経済社

会システムの構築に向けた支援を行う。その際，我が国の地方自治体や民間

企業の技術・ノウハウをいかした環境管理分野の政策･法制度や管理体制の構

築及び能力強化を重視する。 

 

オ 食料安全保障 

将来の食料需要の更なる増大に対応するための食料安全保障に向けた灌漑

の整備，養殖の振興，水産資源管理及びこれら各分野に関わる人材の育成等

の支援を行う。その際，アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）への貢
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献を含む持続可能な農業の推進及び水産資源の利用を重視する。 

 

【指標４-１】 低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資

する，気候変動対策に係る支援の実施及び機構内における気候

変動主流化の取組状況（SDGs Goal13 及び１（１.５），２（２.

４），７（７.２，７.３），11（11.３, 11.５），15（15.２, 15.３）

関連） 

【指標４-２】 自然災害に対して強じんな社会づくりに資する，防災の主流化

及び被災国に対するビルドバックベターの考え方に基づく支

援の実施状況（SDGs Goal９，11 （11.５, 11.b），13（13.１）

関連） 

【指標４-３】 防災分野に係る育成人材数 

【指標４-４】 国内外の関連機関との連携を含む，自然環境保全に係る支援の

実施状況（SDGs Goal６（６.６），13，14（14.２，14.a），15 

（15.１, 15.２，15.３，15.９）関連） 

【指標４-５】 我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管

理分野の政策･法制度や管理態勢の構築，能力強化に係る支援

の実施状況（SDGs Goal３（３.９），６（６.２，６.３），11 （11.

６，11.b） ，12（12.１，12.４，12.５），13（13.２）関連） 

【指標４-６】 食料安全保障に資する，CARD への貢献を含む持続可能な農業

の推進及び水産資源の利用に係る支援の実施状況（SDGs Goal

２ （２.１,２.３, ２.４），14（14.４, 14.７）関連） 

 

（５）地域の重点取組 

開発途上地域の開発を効果的かつ戦略的に支援するため，各国・地域の情勢

や特性に応じた重点化を図り，刻々と変化する情勢に柔軟かつ機動的に対応し

た開発協力事業を実施する。その際，国単位の取組に加え，地域統合や地域の

連結性向上に向けた動きや広域開発等の地域に共通する課題，ぜい弱国支援，

格差是正，中所得国の罠といった課題への対応や，一定程度発展した国の更な

る持続的成長を支える視点，防災や感染症，環境・気候変動等グローバルな課

題にも留意する。特に，以下のようなそれぞれの地域の特性や重点とすべき開

発課題の解決に向け，国別開発協力方針に沿った事業を形成して実施する。 

 

ア 東南アジア・大洋州地域 

東南アジア地域については，ハード・ソフト両面のインフラ整備を含む連

結性の強化，域内及び各国内の格差是正を中心に，共同体構築及び ASEAN

全体としての包括的かつ持続的な発展に向けた支援を行う。 

大洋州地域については，小島嶼国ならではのぜい弱性を踏まえ，気候変動

による海面上昇や自然災害による被害，水不足，廃棄物管理，地球規模の環

境問題の影響への対応等，開発ニーズに即した支援を行う。 



9 
 

 

イ 南アジア地域 

地域の安定と潜在力の発現に向け，インフラの整備や貿易・投資環境の整

備等，成長を通じた持続可能な発展の基盤を構築するための支援を行う。 

 

ウ 東・中央アジア及びコーカサス地域 

域内の格差に留意しつつ，隣接地域を含めた長期的な安定と持続可能な発

展のための国づくりと地域協力への支援を行う。 

 

エ 中南米・カリブ地域 

貿易・投資等を通じた経済発展を一層促進していくための環境整備，発展

を遂げている国の国内格差の是正，気候変動を含む地球規模課題等への対応

を支援する。また，日系社会と我が国との連携・協力を強化するための移住

者支援策や日系社会支援に取り組む。 

 

オ アフリカ地域 

貿易・投資及び消費の拡大を軸に近年目覚ましい発展を遂げるアフリカの

成長を我が国とアフリカ双方のさらなる発展に結び付けられるよう，アフリ

カ開発会議（TICAD）プロセス等を通じて，官民一体となった支援を行う。

また，地域的な取組，難民問題への対応を含む平和と安定の確立・定着及び

引き続き深刻な開発課題の解決に向け必要な支援に取り組む。 

 

カ 中東・欧州地域 

自由，民主主義，基本的人権の尊重，法の支配といった普遍的価値の共有，

人道支援と開発協力の連携を意識した難民問題への対応や，我が国の中東地

域安定化のための包括的支援等への貢献にも留意した支援を行う。 

 

【指標５-１】 我が国関連政策及び地域別公約等への貢献を含む，各国・地域

固有の開発課題解決に向けた，国別開発協力方針に沿った案件

形成・実施状況 

【指標５-２】 2015 年日・ASEAN 首脳会議における公約達成のための，アジ

アにおいて育成する産業人材数 

【指標５-３】 TICAD VI 公約達成のための，アフリカにおける育成人材数 

 

（６）民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献 

民間部門主導の経済成長を促進することで開発途上地域の発展を一層力強く

かつ効果的に実現するため，他の政府関係機関等とも緊密に連携し，官民連携

による支援を実施する。また，中小企業を含む民間企業等の製品・技術・サー

ビスの実態を踏まえた開発協力事業等での活用あるいはビジネス展開支援に加

え，開発協力への参画企業の裾野拡大に取り組むことで，我が国企業の現地で
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の活動の促進等による本邦地域経済の活性化にも貢献する。 

 

【指標６-１】 開発途上地域の課題解決及び我が国の政策にも貢献する，民間

企業等との連携事業の実施状況 

【指標６-２】 我が国政府の政策・戦略策定プロセスへの情報提供・提言や我

が国の民間企業のニーズ等を踏まえた制度改善，及びインフラ

輸出にもつながる事業の形成・実施状況 

【指標６-３】 開発途上地域の課題解決に資する製品・技術を有する中小企業

等に対する海外展開支援事業の実施状況 

【指標６-４】 政府関係機関や経済団体，地方自治体等の関係機関との連携強

化等を通じた開発協力へ参画する企業の裾野拡大のための取

組状況 

【指標６-５】 開発途上地域の課題解決及び海外展開につなげるためのコン

サルテーション件数 

 

（７）多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大 

開発現場の様々なニーズの把握や状況に応じた迅速な対応等，国内の多様な

担い手との連携は開発課題の解決に資する重要な手段である。それらの担い手

やボランティアが有する強みや経験を活かし，人・知恵・技術・資金を結集し

つつ，開発協力への参加を促し，連携の強化を促進する。また，我が国の科学

技術や専門的知見を開発途上地域で活用するとともに，開発途上地域の将来の

発展を担う中核人材を国内外で育成するため，我が国の大学・研究機関との連

携を推進する。 

加えて，我が国の開発協力の担い手の裾野拡大及び地域の活性化のため，多

様な担い手による我が国国内での知見の共有や発信の支援，ボランティア事業

や開発教育等の取組を通じ，開発協力への各層の理解，広範な参加及び開発協

力参加者の経験の社会還元を推進する。 

 

【指標７-１】 課題解決に資するボランティア事業の実施，ボランティア経験

の我が国国内での発信及び参加者の裾野拡大に向けた取組状

況 

【指標７-２】 地方自治体，NGO，大学・研究機関等による開発効果向上に

資する開発協力の実施，それら経験の我が国国内での共有の支

援，及び新たな担い手の裾野拡大に向けた取組状況 

【指標７-３】 児童・生徒の世界や国際的課題等への関心向上に資する，教育

関係機関等との連携も通じた開発教育の取組，及び開発課題や

開発協力の市民への理解の促進状況 

【指標７-４】 ボランティア，地方自治体，NGO，大学・研究機関，開発教

育関係等との連携及び参加促進に向けたコンサルテーション

件数 
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（８）事業実施基盤の強化 

関係省庁・関係機関とも連携し，国際社会に対する我が国の開発協力とその

成果を開発途上地域のみならず，国際社会に発信し，国際的な開発協力に係る

検討課題設定や枠組づくりへの参画と国際社会に対する我が国の開発協力とそ

の成果の認知度と支持を高め，納税者である国民の理解を得るための情報発信

と広報を強化する。その際，我が国の国際協調主義に基づく積極的平和主義の

立場が国際社会に一層理解されるよう留意する。 

また，事業評価については，PDCA サイクルに沿って，事前評価，モニタリ

ング，事後評価を確実に実施し，結果を公開して国民への説明責任を果たす。

また，機構が事業を通じて得た経験や教訓を今後の事業の質の向上につなげる

とともに，必要に応じて事業の見直しを行う。 

加えて，開発課題の多様化，複雑化に対応する開発協力人材の確保と養成に

向け，人材の裾野拡大と能力強化に向けた取組を強化する。さらに，事業の質

の向上と国際援助潮流の形成に向けて研究を実施し，研究成果の積極的な発信

を行う。 

国際緊急援助隊の対応能力の強化に向けた取組を通じ，災害や感染症の勃発

への迅速な対応とその後の復興への切れ目のない対応への基盤を強化する。 

 

【指標８-１】 国内外における機構事業への理解・支持促進に資する，情報発

信及び広報活動の実施状況 

【指標８-２】 プレスリリース発出数 

【指標８-３】 フェイスブック投稿数 

【指標８-４】 ODA 見える化サイト掲載案件の更新数 

【指標８-５】 多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の実施状況 

【指標８-６】 能力強化研修の見直しを含む，開発協力人材に対する研修実施

状況 

【指標８-７】 PARTNER 新規登録人数 

【指標８-８】 開発協力事業の効果向上及び国際援助潮流の形成に資する，研

究の実施状況及び研究成果の活用状況 

【指標８-９】 国際資格の維持及び国際社会との連携を含む，国際緊急援助の

態勢整備状況 

【指標８-10】 国際緊急援助隊・感染症対策チームへの登録者数 

 

４．業務運営の効率化に関する事項 

（１）戦略的な事業運営のための組織基盤づくり 

開発協力大綱やその他我が国の政策及び公約，国際社会の援助潮流を踏まえ，

多様化，複雑化，広範化する開発課題に戦略的に対応するため，本部，国内拠

点，海外拠点のそれぞれにおいて，各部門の役割と責任範囲を明確化し，より

柔軟かつ機動的な意思決定を行うための実施体制の構築・運営に取り組む。ま

た，主要業務の業務改善を継続的に行い，効率的な事業運営を推進する。 



12 
 

さらに，海外拠点については，国際交流基金，日本貿易振興機構及び国際観

光振興機構の海外事務所と事業の連携強化等を図るため，現地における事務所

及び所員の法的地位等を保持することに留意し，共用化又は近接化を進める。

国内拠点については，地域における開発協力の結節点として，施設の利用促進

を図る。 

 

【指標９-１】 内外の政策的要請等に対応した組織・業務実施態勢の強化状況 

【指標９-２】 業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況 

【指標９-３】 国内拠点の施設利用状況 

 

（２）業務運営の効率化，適正化 

ア 経費の効率化 

中期目標期間中，運営費交付金を充当して行う業務については，業務の質の

確保に留意しつつ，一般管理費及び業務経費（特別業務費及び人件費を除く。）

の合計について，毎事業年度１.４％以上の効率化を達成する。 

この他，各年度以降で新たに必要となり運営費交付金を充当して行う事業に

ついても，翌年度から年１.４％以上の効率化経費に加える。 

 

イ 人件費管理の適正化 

各種の国際社会の開発目標の達成に貢献し，政府や社会から期待される役割

を果たすために，必要に応じて人員配置を見直す。また，給与水準については，

国家公務員の給与水準も十分に考慮し，手当を含めた役職員給与の在り方につ

いて厳格に検証を行った上で，引き続き給与水準の適正化を図る。その上で，

各事業年度の給与水準及びその合理性・妥当性を公表する。 

 

ウ 保有資産の必要性の見直し 

機構の保有する資産については，詳細な資産情報の公表を引き続き行うとと

もに，資産の利用度のほか，本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の

多寡，効果的な処分，経済合理性といった観点に沿って，その保有の必要性に

ついて不断に見直しを行うものとする。その上で，機構の資産の実態把握に基

づき，機構が保有し続ける必要があるかを厳しく検証し，支障のない限り，国

への返納等を行うものとする。 

 

エ 調達の合理化・適正化 

独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について（平成 27 年５月

25 日総務大臣決定）に基づき調達等合理化計画を策定し，これに基づく取組を

確実に実施する。 

また，外部有識者等からなる契約監視委員会による点検を踏まえつつ，競争

性のない随意契約の削減を更に徹底する等，引き続き調達等の改善に努める。 
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【指標 10-１】 一般管理費及び業務経費の効率化 

【指標 10-２】 給与水準適正化の取組状況 

【指標 10-３】 契約監視委員会，外部審査等の実施状況と審査結果への対応状

況 

【指標 10-４】 有識者による外部審査を行った対象契約件数 

 

５．財務内容の改善に関する事項 

運営費交付金を充当して行う業務については，「４．業務運営の効率化に関す

る事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算，収支計画及び資金計画を作

成し，当該予算等に基づき事業の質の確保に留意し，適正な予算執行管理を行

う。また，毎年の運営費交付金額の算定については，各年度期末の運営費交付

金債務残高の発生要因等を分析した上で，厳格に行うものとする。また，引き

続き自己収入の確保とその適正な管理・運用に努める。 

 

６．安全対策に関する事項 

我が国政府とともに特に現地で開発協力に携わる多種多様な関係者の安全を

あまねく確保すべく，平成 28 年８月 30 日に発表された，国際協力事業安全対

策会議の最終報告に基づき安全対策を着実かつ迅速に実施する。 

また，施設建設等の工事に関わる事業関係者の安全確保に係る支援の仕組み

を強化する。 

 

【指標 12-１】 海外における事業関係者の武力紛争，テロ，一般犯罪，交通事

故，自然災害等による被害の低減に向けた取組状況 

【指標 12-２】 工事事故の低減に向けた取組状況 

【指標 12-３】 事業関係者等の安全対策研修の受講者数（テロ対策研修受講者

数を含む） 

 

７．その他業務運営に関する重要事項 

（１）効果的・効率的な開発協力の推進 

我が国の外交政策，開発協力の重点課題や開発ニーズ等を踏まえ，開発途上

地域の経済社会の発展及び平和と安定に最大限に貢献する。そのために，我が

国の持つ強みや機構が有する開発協力に関する経験，専門的知見や教訓を蓄

積・活用し，方針策定や事業展開に適切に反映する。また，機構が有する様々

な援助手法を柔軟に組み合わせつつ，開発計画策定や制度構築支援から人材育

成，資金協力までの一体的な協力を実施する。さらに，開発途上地域政府，関

係機関，民間企業等の様々な開発パートナーや帰国研修員同窓会等の現地の人

的ネットワークが有する知見，経験，資金等を活用した連携と学び合いを重視

し，その力を積極的に動員するとともに，迅速性の向上等のニーズに対応して

制度やその運用方法を改善する。 
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【指標 13-１】 機構の専門的知見や教訓を反映させた地域・国・課題等に関す

る協力方針の策定・改定・活用状況 

【指標 13-２】 上流政策から事業レベルまでの支援を展開する協力プログラ

ム等のうち，SDGs への貢献の一層の明確化を含む戦略性の強

化が図られた協力の実施状況 

【指標 13-３】 SDGs への貢献の一層の明確化を含む戦略性の強化が図られ，

国際的に対外発信された協力プログラム等の数 

【指標 13-４】 迅速性，効率性，事業の質の向上等，我が国の民間企業等を含

む様々な開発パートナーのニーズに対応した諸制度・運用の改

善及び事業への活用状況 

 

（２）国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進 

貧困撲滅と持続可能な開発という国際的合意の実現に向けて，我が国が重視

する質の高い成長，普遍的価値の共有及び平和で安全な社会の実現，並びに持

続可能で強じんな国際社会の構築への取組や我が国の開発協力の実践から得ら

れた知見・経験を通じて，国際的な開発協力の規範・潮流の形成に関する議論

に貢献する。また，地球規模課題と開発途上地域の開発ニーズや，開発の担い

手が多様化する中，対外発信や事業の戦略的推進における相乗効果を実現する

ため，国際機関・他ドナー等との連携を推進する。 

 

【指標 14-１】 開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢献状況 

【指標 14-２】 参加・発信した国際会議の数 

【指標 14-３】 対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機関・他ドナー等（新

興ドナー含む）との連携状況 

 

（３）開発協力の適正性の確保 

開発事業が社会や経済に与える負の影響を最小限とし，かつ開発協力の包摂

性，強じん性，持続可能性を確保するため，事業の計画，実施，完了後の各段

階で環境社会配慮，ジェンダー配慮と女性の能力強化，不正腐敗の防止といっ

た観点から開発協力事業の適正性を確保する取組を行う。また，機構内外の関

係者に対する研修等を通じて理解を高めることで機構が自ら実施する事業に対

して適切な配慮を行うとともに，事業の主体となる開発途上地域の政府の理解

や自主的な取組を推進するための支援を行う。 

 

【指標 15-１】 国際水準に基づく環境社会配慮ガイドラインの運用状況 

【指標 15-２】 環境社会配慮に関する理解の促進に係る取組状況 

【指標 15-３】 我が国政府の男女共同参画に係る政策への貢献を含む，ジェン

ダー主流化推進に係る取組状況 

【指標 15-４】 機構プロジェクト（技術協力，有償資金協力，無償資金協力）

におけるジェンダー案件比率 
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【指標 15-５】 不正腐敗を防止するための先方政府や関係者への啓発に係る

実施状況 

 

（４）内部統制の強化 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 66 号）および

業務方法書等に基づき内部統制を機能させるための規程や態勢を整備するとと

もに，有償資金協力の業務運営を含む機構の業務運営上のリスクの識別，分析

及び対応，内部・外部通報への対応等，内部統制を確実に実施し，内部統制の

実施状況についてモニタリング及びその結果を踏まえた態勢の強化を行う。ま

た，事業が適正かつより効果的に実施されるよう，本部だけなく海外拠点にお

いても，法令遵守体制を更に強化する。 

特に情報セキュリティに関しては，政府機関の情報セキュリティ対策のため

の統一基準（平成 28 年８月）等を踏まえ，情報セキュリティ規程等の改定を

行なった上で，情報セキュリティ対策推進計画を策定・実施し，情報セキュリ

ティにかかる組織的対応能力の強化に取り組む。また，PDCA サイクルに基づ

き情報セキュリティ対策推進計画を毎年度レビューして情報セキュリティ対策

の改善を図るとともに，個人情報の保護を推進する。 

 

【指標 16-１】リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況 

【指標 16-２】 内部統制のモニタリング実施回数 

【指標 16-３】 法令遵守強化に係る取組状況 

 

（５）人事に関する計画 

開発協力の専門集団である機構の多様な人材の各々の能力を発揮し組織力を向

上するため，女性職員がより一層指導的な役割を担い活躍できる環境の整備を

含めた各種の人事施策を実施する。また，業務内容の高度化に対応する力を高

めるべく，職員の能力強化，キャリア開発，人材確保に取り組み，職員の能力・

適性に応じて，強みとする知見・経験を効果的に蓄積し活用する。 

 

【指標 17-１】 現地職員を含む多様な人材の活躍に資する，人事に関する施策

の実施状況 

【指標 17-２】 業務の高度化に対応し業務の質を高め，職員の主体的なキャリ

ア開発を推進するための人材育成策の実施状況 

【指標 17-３】 女性管理職比率 

 

（別添） 

１．政策体系図 

２．指標一覧 

３．各項目の重要度及び難易度 



持続的な開発目標
（SDGs）

2030年を目標とした
新たな枠組み

（17ゴール，169ターゲット）

パリ協定（国連気候変動
枠組条約）

2020年以降の
国際枠組み

等

独立行政法人国際協力機構の政策体系図

外務省の政策体系

地域別外交

分野別外交

広報，文化交流及び報道対策

領事政策

外交実施体制の整備・強化

経済協力

分担金・拠出金

国の重要方針・政策・各種公約

開発協力大綱
ODAを含む開発協力の政策理念

国際的な枠組み

第4期中期目標期間（2017年４月～2022年３月）における国際協力機構の役割

重点課題への取組

開発協力を通じ国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に貢献し，我が国の平和と安全の維持，更なる繁栄の実現，
安定性及び透明性が高い国際環境の実現，普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護といった国益を確保

地域の重点取組
 東南アジア・大洋州
 南アジア
 東・中央アジア及びコーカサス

 中南米・カリブ
 アフリカ
 中東・欧州

連携の強化
 民間企業等
 NGO／市民社会組織

 地方自治体
 開発教育，理解促進等

事業実施基盤の強化
 広報
 知的基盤の強化

 事業評価

その他重要事項
 効果的・効率的な開発協力の推進
 国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進
 開発協力の適正性の確保
 内部統制の強化 等

 人間の安全保障の推進 非軍事的協力による平和と繁栄への貢献
 自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自立的発展に向けた協力

関連政策

 国家安全保障戦略
 まち・ひと・しごと創生総合戦略 等

 日本再興戦略
 総合的なＴＰＰ関連政策大綱

日本政府各種公約
 仙台防災協力イニシアチブ(2015.３)
 質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ (2016.５)
 美しい星への行動2.0 (2015.12) 等

 アフリカ開発会議（TICAD）
 ASEAN首脳会合
 太平洋・島サミット（PALM）

施策ＶＩ－１ 経済協力
施策ＶＩ－２ 地球規模の諸問題への取組

基本目標ＶＩ

別添１

 「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅（開発途上地域の経済成長の基礎
及び原動力の確保，人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進）

 開発の基盤としての普遍的価値の共有，平和で安全な社会の構築
 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築

 開発協力人材の育成促進・確保

安全対策の強化

 ボランティア
 大学・研究機関

 災害援助等協力
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目標水準の考え方

評価の考え方

3．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）
【指標０-１】開発協力大綱における重点課題への貢献，これ
を加速・推進する持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable

Development Goals）達成への貢献
各項目の指標を関連指標として設定 各指標参照

（1） 開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

持続可能性分析を含むマスタープラン策定都市数 2015年度実績　３件

公共交通指向型開発（TOD：Transit-Oriented

Development） 戦略提案数
2015年度実績　５件

持続可能性・環境社会配慮等に資するマスタープラン
策定に関連するステークホルダー会議開催数

前中期目標期間実績　56回

旅客数及び貨物量 新たに統計を取る取組のため基準値なし

運輸交通に係る研修実績数 前中期目標期間（2013年から2015年）実績平均　860人/年

運営・維持管理の協力数または支援との連携数 前中期目標期間実績　17件

初期電化・供給増・安定化等の裨益想定人口 前中期目標期間実績平均　385.5万人/年

質の高いエネルギー分野の研修実績数
うち，資源の絆研修実績数

前中期目標期間実績平均　582人/年
（うち，資源の絆　９人/年）

低廉・低炭素・低リスクをバランスよく満たす電力開
発に係る新規計画策定数

前中期目標期間実績　76件

【指標１-４】現地企業の強化やグローバル経済の活力取り込みに
資する，産業振興機関及び貿易投資促進機関の能力向上，産業
政策及びビジネス環境の改善に係る支援の実施状況（SDGs

Goal８（８.１，８.２，８.３，８.５，８.６，８.８，８.９），９（９.２，９.５）関
連）（p４）

貿易・投資促進や経済特区開発等に係る協力数 前中期目標期間実績　154件

【指標１-１】都市・地域の持続可能性に留意したマスタープラン策
定支援及び制度・組織等の能力開発支援の実施状況（SDGs

Goal11関連）（p３）

【指標１-２】地域・越境インフラを含む質の高い，安全・安心で，持
続可能かつ強じんな運輸交通インフラ及びICT環境整備に係る支
援の実施状況（SDGs Goal９（９.１, ９.c）関連）（p３）

【指標１-３】質の高いエネルギー供給の確保及びエネルギーアク
セスの改善に資する，低廉・低炭素・低リスクをバランスよく満た
す電源開発や効率的なエネルギーシステム等に係る支援の実施
状況（SDGs Goal７関連）（p３）

指標一覧

・機構の開発協力の取組は，協力相手国の組織や社会の変化という質的な成果を目指す場合が多いこと，成果を得るまで一定の期間を要する場合が多いこと，多様な国や分野を対象として
いること等の特性があり，当該指標をもって適切に事業成果を評価することが可能な定量目標値を設定することが困難である。そのため，開発効果への貢献度を示す質的な成果や，成果の
最大化に向けた機構の創意工夫や強みをいかした取組を測る定性的な指標を重点的に設定した。また，定性指標と定量指標に関連性があると認められる場合には，関連指標を別途設定する
ことは行っていない。

・「基準値（関連指標）」欄の「前中期目標期間実績」は特に記載がない限り2012年度から2015年度実績の累計値（ないし，/年とされている項目は年平均）。期中で新たに統計値を集計し
た項目等は単年度/数年度分の実績値の合計ないし平均としているものがある（この場合は対象年度を当該欄に記載）。

・「外務省所管独立行政法人の業務実績評価の基準について」に従い，定量指標の達成状況に加え，質的な成果や成果の最大化に向けた法人の取り組み状況も勘案して評価を行う。
・質的な成果に対しては，中期計画及び定性指標に示される「取組」（「～の実施状況）」）の具体的な実施状況を確認し，所期の目標を達成しているかを評価する。加えて，中期計画及
び指標に示されるアウトカム（「～に資する」等）に相当する成果が発現し，これを裏付ける事象，量的な変化や成果の発現を促進した法人の工夫等が客観的に示された場合には，目標水
準を上回る成果として評価する根拠とする。
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【指標１-５】産業基盤の強化に資する，職業訓練・高等教育を含
む産業人材育成に係る支援の実施状況（SDGs Goal４（４.３，４.

４）関連）（p４）
職業訓練・高等教育機関の能力向上等に係る協力数 前中期目標期間実績　38件

【指標１-６】ABEイニシアティブ及びInnovative Asia公約達成のた
めの育成人材数（長期研修等）（定量指標）（p４）

・アフリカの若者のための産業人材育成（ABE：Africa

Business Education）イニシアチブ：900人（2013年
から2017年）
・Innovative Asia：5年間で1,000人（2017年から2021

年）

【目標水準の考え方】我が国政府公約であるABEイニシア
ティブ及びInnovative Asiaに示されている達成目標を基に設定
する。
ABEイニシアティブの目標値：2013年から2017年に900人
Innovative Asiaの目標値：2017年から2021年に1,000人

小農による市場志向型農業の推進（SHEPアプローチ
等）に係る展開国数及び研修実績数（技術指導者育成
人数及び小規模農民に対する研修）

TICAD V目標値の2014年度から2015年度実績
展開対象国　20か国
技術指導者育成人数　1,300人
小規模農民　３万人

FVCに関連する事業の数　（優良品種普及/営農・流通
改善等による農家収入向上支援，及び残留農薬対策/各
種認証取得支援による農産品輸出促進支援に係る協力
数）

前中期目標期間実績　17件

【指標１-８】適正・公正・透明な財政運営並びに金融部門の安定
的発展に資する，財政当局や金融当局の機能・能力向上に係る
支援の実施状況（SDGs Goal８（８.10，８.a），10（10.４，10.５），
17（17.１）関連）（p４）

財政運営及び金融に係る研修実績数 前中期目標期間実績平均　328人/年

（2） 開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

UHC実現に向けた国家政策の策定に係る協力展開国数 前中期目標期間実績　５か国

保健政策に係る研修実績数 前中期目標期間実績平均　90人/年

非感染性疾患の治療・検査態勢が強化された医療施設
数

前中期目標期間実績平均　９施設/年

【指標２-２】強じんな保健システムの構築に資する，感染症への対
応能力の強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal３（３.３, ３.d）
関連）（p５）

感染症対策に係る研修実績数 TICAD VIの目標値：2016年から2018年に2万人

【指標２-３】機構の支援を得た保健医療サービスの裨益想定人口
（定量指標）（p５）

130万人（2016年から2018年）
【目標水準の考え方】我が国政府公約であるTICADVIの達成
目標を基に，機構貢献分を65％として想定して設定する。
TICAD VIの目標値：2016年から2018年に200万人

母子手帳が新たに正式に導入された国数 2015年度までの累計　計25か国

母子手帳の導入に向けた働きかけを行った国数 新たな取組のため基準値なし

母子保健サービスに携わる看護・助産人材に係る研修
実績数

計1,200人（「日・ASEAN健康イニシアティブの目標値：
2014年から2019年に8,000人」のうち，母子保健関連）

【指標１-７】生産者所得向上に資する，市場志向型農業振興を含
むフードバリューチェーンの強化に係る支援の実施状況（SDGs

Goal２（２.３, ２.a）関連）（p４）

【指標２-１】ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）実現に資す
る，政策・制度の導入・改革，能力強化等の保健システムの強化
に係る支援の実施状況（SDGs Goal３（特に３.８）関連）（p５）

【指標２-４】母子保健サービスの向上に資する，看護・助産人材育
成等に係る支援及び母子手帳の普及と国際的認知の向上に係る
取組の実施状況（SDGs Goal３（３.１, ３.２）関連）（p５）
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食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA：Initiative

for Food and Nutrition Security in Africa）推進のための
アクションプラン策定国数

新たな取組のため基準値なし

栄養改善に係る研修実績数 新たな取組のため基準値なし

安全な水にアクセス可能となる人々の人数 2014年度から2015年度実績平均　183万人/年

水の供給・利用・管理や衛生に係る研修実績数 2013年度から2014年度実績平均　3,050人/年

【指標２-７】子供の学びの改善に資する，質の高い教育環境の提
供，ジェンダー配慮・女子教育の推進，及び疎外されている人々
への教育拡大に係る支援の実施状況（SDGs Goal ４ （４.１，４.

２，４.５，４.６，４.７，４.a及び４.c）関連）（p５）

疎外されている人々に配慮した教育支援アプローチ
（研修教材等）の開発件数

前中期目標期間実績　４件

【指標２-８】学びの改善のための支援により裨益した子供の人数
（定量指標）（p５）

1,000万人（中期目標期間中）
【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績と同等の水準を
基に設定する。
前中期目標期間実績平均　200万人/年

ボランティアを通じた活動の裨益者数 2014年度から2015年度実績平均　７．３万人/年

スポーツ分野における新規ボランティアの派遣人数 SFTの目標値：2012年度実績（81人）を2020年までに倍増）

【指標２-10】社会保障制度の構築に係る支援の実施状況（SDGs

Goal１（１.３），８ （８.５, ８.８），10 （10.４）関連）（p６）
社会保障に係る研修実績数 前中期目標期間実績平均　128人/年

【指標２-11】障害者の開発プロセスの参加促進や事業への障害
の視点の組込に係る取組状況（SDGs Goal４ （４.５，４.a），８ （８.

５），11 （11.７）関連）（p６）
障害に関する研修等に参加した機構事業関係者の人数 2014年度から2015年度実績平均　213人/年

（3） 普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標３-１】法令の整備及び開発計画の策定，住民と政府の関係
改善や行政サービスの基盤強化，公的機関の機能強化に係る支
援の実施状況（SDGs Goal16（16.３，16.５，16.６，16.７，
16.10），17（17.18，17.19）関連）（p６）

民事法・経済法を中心としたルール整備等ガバナンス
強化に係る研修実績数 前中期目標期間実績平均　1,087人/年

【指標３-２】紛争再発防止及び社会の融和に資する，包摂性や透
明性等に配慮した社会・人的資本の復旧・復興，基礎的社会サー
ビスの改善，住民の生計向上に係る支援の実施状況（SDGs

Goal16関連）（p６）

包摂性や透明性等に配慮し，紛争再発防止，及び社会
の融和に資する活動による研修実績数

2015年度実績　1,350人

【指標３-３】平和で安全な社会の構築に資する，治安維持を担う
法執行機関等の機能強化支援の実施状況（SDGs Goal16関連）
（p７）

平和で安全な社会の構築のための政府機関等の機能を
強化する活動に係る研修実績数

前中期目標期間実績平均　計78人/年（本邦研修）
2015年度実績　955人（第三国研修、セミナー、ワーク
ショップ）

【指標２-５】栄養状況の改善に資する，分野横断的かつ民間の活
力も活用した支援の実施状況（SDGs Goal２（２.２）関連）（p５）

【指標２-６】安全で安価な水の確保に資する，安全な水へのアク
セス改善や水の供給・利用・管理や衛生に係る能力向上支援の
実施状況（SDGs Goal６ 関連）（p５）

【指標２-９】スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）に資する，関係機関
との連携強化やスポーツを通じた支援の実施状況（SDGs Goal

４関連）（p５）
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【指標３-４】中東地域安定化のための包括的支援に係る公約達成
のための育成人材数（定量指標）（p７）

1.5万人　（2016年から2018年）

【目標水準の考え方】2016年5月のG７伊勢志摩サミットにおける
中東地域安定化に係る我が国の公約で示されている達成目標を
基に，機構貢献分を75％として想定して設定する。
中東地域安定化のための包括的支援の目標値：2016年から2018

年に２万人

（4） 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標４-１】低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づ
くりに資する，気候変動対策に係る支援の実施及び機構内におけ
る気候変動主流化の取組状況（SDGs Goal13及び１（１.５），２
（２.４），７（７.２，７.３），11（11.３, 11.５），15（15.２, 15.３）関連）
（p８）

気候変動対策分野に係る研修実績数 前中期目標期間実績平均　3,187人/年

【指標４-２】自然災害に対して強じんな社会づくりに資する，防災
の主流化及び被災国に対するビルドバックベターの考え方に基づ
く支援の実施状況（SDGs Goal９，11 （11.５, 11.b），13（13.１）関
連）（p８）

【指標４－３】参照 【指標４－３】参照

【指標４-３】防災分野に係る育成人材数（定量指標）（p８）
行政官，地域住民に係る本邦研修，第三国研修，現地
におけるセミナー参加等の実績数　8,000人/年

【目標水準の考え方】我が国政府公約である仙台防災協力イニシ
アティブに示されている達成目標を基に，機構貢献分を80％として
想定して設定する。
仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015年から2018年に４万
人

機構が支援するREDD+/生物多様性分野関連の協力対
象国数

2016年度末の協力対象国（基礎調査，広域案件除く）　15か
国（REDD+），８か国（生物多様性分野関連）

JJ-FAST（JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム ）を活
用した国数

2016年度末の協力対象国　８か国

【指標４-５】我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かし
た環境管理分野の政策･法制度や管理態勢の構築，能力強化に
係る支援の実施状況（SDGs Goal３（３.９），６（６.２，６.３），11

（11.６，11.b） ，12（12.１，12.４，12.５），13（13.２）関連）（p８）

環境管理分野（廃棄物･下水･大気･低炭素社会）に係る
研修実績数

前中期目標期間実績平均　1,600人/年

【指標４-６】食料安全保障に資する，CARDへの貢献を含む持続
可能な農業の推進及び水産資源の利用に係る支援の実施状況
（SDGs Goal２ （２.１,２.３, ２.４），14（14.４, 14.７）関連）（p８）

サブサハラアフリカにおけるコメ生産量の増加に貢献
するための稲作に係る研修実績数

TICAD VIの目標値
2016年から2018年に普及員2,500人，農家６万人

【指標４-４】国内外の関連機関との連携を含む，自然環境保全に
係る支援の実施状況（SDGs Goal６（６.６），13，14（14.２，
14.a），15 （15.１, 15.２，15.３，15.９）関連）（p８）
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（5） 地域の重点取組
定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

事業計画作業用ペーパーの新規策定・改定数 前中期目標期間実績　512件

質の高いインフラパートナーシップで公約されたアジ
アのインフラ分野向け資金協力支援

2016年から2020年にアジア向けインフラ支援として4兆円
*質の高いインフラパートナーシップでの公約額（1,100億ド
ル）のうち，機構貢献分（335億ドル）。円ドル換算は，公約
発表時のレートに基づく。

各地域の本邦研修実績数 前中期目標期間実績平均　２．４万人/年

【指標５-２】2015年日・ASEAN首脳会議における公約達成のため
の，アジアにおいて育成する産業人材数（定量指標）（p９）

１．２万人/年

【目標水準の考え方】2015年日・ASEAN首脳会議における我が国
の公約である「アジア産業人材育成協力イニシアティブ」に示され
ている達成目標を基に，機構貢献分を約90％として想定して設定
する。
日・ASEAN首脳会議の目標値：2015年から2017年に年間１．３万
人強

【指標５-３】TICAD VI公約達成のための，アフリカにおける育成
人材数（定量指標）（p９）

600万人　（TICADVI（2016-2018）公約における機構貢献
分のうち，2017年から2018年分）

【目標水準の考え方】我が国政府公約であるTICAD VIの達成目
標を基に，機構貢献分を90％として想定して設定する。
TICADVIで発表した日本としての取組（公約）：2016年から2018年
に1,000万人

（6） 民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献
定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標６-１】開発途上地域の課題解決及び我が国の政策にも貢献
する，民間企業等との連携事業の実施状況（p10）

協力準備調査（PPPインフラ事業），開発途上地域の
SDGs達成に貢献するビジネスに係る調査，民間技術
普及促進事業を通じたパートナー数

前中期目標期間実績平均 51法人・団体/年

【指標６-２】我が国政府の政策・戦略策定プロセスへの情報提供・
提言や我が国の民間企業のニーズ等を踏まえた制度改善，及び
インフラ輸出にもつながる事業の形成・実施状況（p10）

「インフラシステム輸出戦略」等政府戦略での機構に
関連する具体的施策項目数

2013年度から2015年度累計値平均　63項目/年

【指標６-３】開発途上地域の課題解決に資する製品・技術を有す
る中小企業等に対する海外展開支援事業の実施状況（p10）

基礎調査，案件化調査，普及・実証事業を通じたパー
トナー数

前中期目標期間実績平均　99法人・団体/年

【指標６-４】政府関係機関や経済団体，地方自治体等の関係機関
との連携強化等を通じた開発協力へ参画する企業の裾野拡大の
ための取組状況（p10）

【指標６－５】参照 【指標６－５】参照

【指標６-５】開発途上地域の課題解決及び海外展開につなげるた
めのコンサルテーション件数（定量指標）（p10）

6,000件（中期目標期間中合計）
【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績値の約3％増とし
て設定する。
前中期目標期間実績平均　1,168件/年

【指標５-１】我が国関連政策及び地域別公約等への貢献を含む，
各国・地域固有の開発課題解決に向けた，国別開発協力方針に
沿った案件形成・実施状況（p９）
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（7） 多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

ボランティア派遣人数 前中期目標期間実績平均　1,499人/年

ボランティア活動における達成度アンケート（ボラン
ティア向け）結果（2015年度帰国隊員（2013年度1次
隊から3次隊）に対する達成度アンケートにおける最上
位評価の平均）

2015年度実績　63.3％

機構ボランティアウェブサイトの訪問者数 前中期目標期間実績平均　165万人/年

草の根技術協力事業によるパートナー数 前中期目標期間実績：180法人・団体

アクター別の草の根技術協力事業の実績（地方自治体
/NGO/CSO/大学・研究機関別）
・相談件数
・応募件数

（年平均：地方自治体，NGO/CSO，大学・研究機関別）
・相談件数（160件，450件，140件）（2015年度実績）
・応募件数（60件，80件，30件）（2013年度から2015年度実
績）

活動報告等の発信回数 新たに統計を取る取組のため基準値なし

新規SATREPS協力及びSATREPS案件の結果を踏まえ
て形成・採択された新規協力数

前中期目標期間実績　47件

大学との連携による戦略的な育成人材数（長期研修
等）

前中期目標期間実績平均　559人/年

教師海外研修の参加者数 前中期目標期間実績平均　166人/年

地球ひろば体験ゾーン来場者数 前中期目標期間実績平均　２．９万人/年

地球ひろば利用者満足度アンケート結果（5段階評価ア
ンケートのうち上位2段階の評価の比率）

前中期目標期間実績平均　団体・一般95％，登録団体76％

【指標７-４】ボランティア，地方自治体，NGO，大学・研究機関，開
発教育関係等との連携及び参加促進に向けたコンサルテーショ
ン件数（定量指標）（p10）

6,000件（中期目標期間中合計）
【目標水準の考え方】民間連携と同等の水準として設定す
る。
※新たに統計を取る取組のため基準値なし

（8） 事業実施基盤の強化
定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標８-１】国内外における機構事業への理解・支持促進に資す
る，情報発信及び広報活動の実施状況（p11）

【指標８ -２】，【指標８ -３】 ,【指標８ -４】参照 【指標８ -２】，【指標８ -３】 ,【指標８ -４】参照

【指標８-２】プレスリリース発出数（定量指標）（p11） 250件（中期目標期間中合計）
【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績から各年度５件増と
して設定する。
前中期目標期間実績平均　45件/年

【指標８-３】フェイスブック投稿数（定量指標）（p11）
フェイスブック投稿数　日・英合計　1750件（中期目
標期間中合計）

【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績から約4％増とし
て設定する。
2015年度実績　336件（日240件，英96件）

【指標８-４】ODA見える化サイト掲載案件の更新数（定量指標）
（p11）

500件/年
【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績と同等の水準と
して設定する。
2010年度から2014年度の実績平均　492件/年

【指標７-１】課題解決に資するボランティア事業の実施，ボランティ
ア経験の我が国国内での発信及び参加者の裾野拡大に向けた
取組状況（p10）

【指標７-２】地方自治体，NGO，大学・研究機関等による開発効
果向上に資する開発協力の実施，それら経験の我が国国内での
共有の支援，及び新たな担い手の裾野拡大に向けた取組状況
（p10）

【指標７-３】児童・生徒の世界や国際的課題等への関心向上に資
する，教育関係機関等との連携も通じた開発教育の取組，及び開
発課題や開発協力の市民への理解の促進状況（p10）
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外部事後評価における，大学・NGO等の参加による分
析や，対象の特性を考慮した分析の実施件数

前中期目標期間実績平均　５件/年

分析結果の事業等での活用に向けたフィードバック強
化の取組数

前中期目標期間実績平均　１件/年

【指標８-６】能力強化研修の見直しを含む，開発協力人材に対す
る研修実施状況（p11）

能力強化研修参加者数 前中期目標期間実績平均　349名/年

【指標８-７】国際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）新規登
録人数（定量指標）（p11）

１万人（中期目標期間中合計）
【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績から約15％増と
して設定する。
前中期目標期間実績平均　1,746名/年

研究成果のダウンロード数 前中期目標期間実績平均　５．２万件/年

国際機関・政策担当者等への効果的な発信事例及び機
構事業へのフィードバック事例の件数

2015年度実績　15件（発信事例件数），15件（フィードバッ
ク事例件数）

【指標８-９】国際資格の維持及び国際社会との連携を含む，国際
緊急援助の態勢整備状況（p11）

研修・訓練回数 前中期目標期間実績平均　24回/年

【指標８-10】国際緊急援助隊・感染症対策チームへの登録者数
（定量指標）（p11）

中期目標期間中で延べ200人規模を維持
【目標水準の考え方】我が国政府の「国際的に脅威となる感
染症対策の強化に関する基本計画」で定められた目標値であ
る200名を基に設定する。

4．業務運営の効率化に関する事項

（1） 戦略的な事業運営のための組織基盤づくり

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標９-１】内外の政策的要請等に対応した組織・業務実施態勢
の強化状況（p12）

外部有識者の参加を得た，組織運営・事業戦略に関す
る会議の開催回数

新しい取組のため，基準値なし。

【指標９-２】業務システムの改善を通じた業務基盤の強化状況
（p12）

情報共有基盤システムに係る研修実績 前中期目標期間実績平均　12回/年

国内拠点の利用者数 前中期目標期間実績平均　73.5万人/年

研修施設の稼働率 前中期目標期間実績平均　58.4％
（2） 業務運営の効率化，適正化

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）
【指標10-１】一般管理費及び業務経費の効率化（定量指標）
（p13）

毎事業年度１．４％以上 前中期目標期間実績　１．４％

対国家公務員指数 2015年度実績　100.6（年齢・地域・学歴勘案）

総人件費 2015年度実績　16,833百万円

【指標10-３】契約監視委員会，外部審査等の実施状況と審査結
果への対応状況（p13）

契約監視委員会に附議した契約件数 前中期目標期間実績平均　39件/年

【指標10-４】有識者による外部審査を行った対象契約件数（p13） 70件/年
【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績から25％増とし
て設定する。
前中期目標期間実績平均　56件/年

【指標８-５】多様な主体の参加や多面的な分析を含む事業評価の
実施状況（p11）

【指標８-８】開発協力事業の効果向上及び国際援助潮流の形成
に資する，研究の実施状況及び研究成果の活用状況（p11）

【指標９-３】国内拠点の施設利用状況（p12）

【指標10-２】給与水準適正化の取組状況（p13）
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6.　安全対策に関する事項

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）
【指標12-１】海外における事業関係者の武力紛争，テロ，一般犯
罪，交通事故，自然災害等による被害の低減に向けた取組状況
（p13）

安全確認調査及び安全巡回指導調査国数 前中期目標期間実績平均　30か国/年

事故事案報告件数（事業規模１兆円当たり） 前中期目標期間実績平均　23件/年

実施状況調査，安全管理セミナー，円借款事業（STEP）施
工安全確認調査の件数

前中期目標期間実績平均　137回/年

【指標12-３】事業関係者等の安全対策研修の受講者数（テロ対策
研修受講者数を含む）（定量指標）（p13）

１．５万人（中期目標期間中合計）（うち，テロ対策
実地研修　3,600人）

【目標水準の考え方】前中期目標期間の実績から約25％増として
設定する。
前中期目標期間実績平均　2,381人/年

7．その他業務運営に関する重要事項
（1） 効果的・効率的な開発協力の推進

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標13-１】機構の専門的知見や教訓を反映させた地域・国・課
題等に関する協力方針の策定・改定・活用状況（p14）

地域・国・課題別の協力方針（JICA国別分析ペー
パー，事業計画作業用ペーパー，課題別指針，ポジ
ション・ペーパー）の新規策定・改定数

前中期目標期間実績　584件

【指標13-２】上流政策から事業レベルまでの支援を展開する協力
プログラム等のうち，SDGsへの貢献の一層の明確化を含む戦略
性の強化が図られた協力の実施状況（p14）

【指標13-３】参照 【指標13-３】参照

【指標13-３】SDGsへの貢献の一層の明確化を含む戦略性の強
化が図られ，国際的に対外発信された協力プログラム等の数（定
量指標）（p14）

30件（中期目標期間中合計）
【目標水準の考え方】各年度で全世界で６件以上を基準とし
て設定する。
※新たに統計を取る取組のため基準値なし

【指標13-４】迅速性，効率性，事業の質の向上等，我が国の民間
企業等を含む様々な開発パートナーのニーズに対応した諸制度・
運用の改善及び事業への活用状況（p14）

技術協力，有償資金協力，無償資金協力事業の実績額
前中期目標期間実績　技術協力7,132億円，有償資金協力
54,893億円，無償資金協力4,803億円

（2） 国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標14-１】開発協力の規範・潮流に係る国際的な議論への貢献
状況（p14）

日本政府への情報提供等を通じて機構が貢献した国際
会議の数

2015年度実績　19件

【指標14-２】参加・発信した国際会議の数（定量指標）（p14） 330件（中期目標期間中合計）
【目標水準の考え方】2016年度の年度目標値と同水準として
設定する。
2016年度目標値　66件（2016年度に新規に機構内で設定）

国際機関・他ドナー等との連携件数（うち，新興ド
ナーとの連携数）

2015年度実績　28件（うち，新興ドナー４件）

国際機関・他ドナー等幹部と機構役員との面談数（う
ち，新興ドナーとの面談数）

2015年度実績　104件（うち，新興ドナー８件）

新興ドナーとの対話促進や連携のための国際会議・
ワークショップ等への参加数

2015年度実績　16件

【指標12-２】工事事故の低減に向けた取組状況（p13）

【指標14-３】対外発信や事業の戦略的推進に係る国際機関・他ド
ナー等（新興ドナー含む）との連携状況（p14）
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（3） 開発協力の適正性の確保

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標15-１】国際水準に基づく環境社会配慮ガイドラインの運用
状況（p14）

ガイドラインに基づく環境レビュー結果の公開数 前中期目標期間実績平均　79件/年

【指標15-２】環境社会配慮に関する理解の促進に係る取組状況
（p14）

機構内部関係者，コンサルタント及び開発途上国実施
機関職員等に対する研修・セミナーの参加人数

前中期目標期間実績平均　756人/年

【指標15-３】我が国政府の男女共同参画に係る政策への貢献を
含む，ジェンダー主流化推進に係る取組状況（p14）

女性行政官等の育成人数
伊勢志摩サミットにおける公約値
2016から2018 年の３ 年間で約5,000 人

【指標15-４】機構プロジェクト（技術協力，有償資金協力，無償資
金協力）におけるジェンダー案件比率（定量指標）（p14）

中期目標期間実績平均40％以上
【目標水準の考え方】2013-2014年の先進国の援助機関の実績平
均32％から約20％高い水準として設定する。
前中期目標期間実績平均　22％

【指標15-５】不正腐敗を防止するための先方政府や関係者への
啓発に係る実施状況（p15）

職員向け研修，セミナーの参加人数 2015年度実績　120名

（4） 内部統制の強化

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標16-１】リスク管理に係るモニタリングの実施及び強化状況
（p15）

コンプライアンス及びリスク管理委員会及び有償資金
協力勘定リスク管理委員会の開催回数

前中期目標期間実績平均　２回/年（コンプライアンス及びリ
スク管理委員会）、　５回/年（有償資金協力勘定リスク管理
委員会）

【指標16-２】内部統制のモニタリング実施回数（定量指標）（p15） ２回/年
【目標水準の考え方】2015年度実績を基に設定する。
2015年度実績　２回

事務所管理における法務の知識に係る海外拠点赴任前
研修回数

2015年度実績　12回

コンプライアンスに係る専門家等赴任前研修回数 2015年度実績　12回

（5） 人事に関する計画

定性/定量指標 関連指標（定性指標）/目標水準（定量指標） 基準値（関連指標）/目標水準の考え方（定量指標）

【指標17-１】現地職員を含む多様な人材の活躍に資する，人事に
関する施策の実施状況（p15）

現地職員向け研修の年間実施件数 2015年度実績　228件

職員の外部機関との国際連携（長期・短期で国際機
関・二国間援助機関等での業務を行う人事交流）の派
遣件数

前中期目標期間実績平均　13件/年

キャリアコンサルテーションの実施人数 前中期目標期間実績平均　42人/年

【指標17-３】女性管理職比率（定量指標）（p15） 中期目標期間中に20％以上を達成

【目標水準の考え方】政府の定める独立行政法人等における
登用目標15％（2020年度末）を踏まえ，同目標の１．３倍の
達成率として設定する。
2015年度末実績　12.8％

【指標17-２】業務の高度化に対応し業務の質を高め，職員の主体
的なキャリア開発を推進するための人材育成策の実施状況
（p15）

【指標16-３】法令遵守強化に係る取組状況（p15）
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各項目の重要度及び難易度 

項目 設定理由 外部要因 

１ 

経済成長の基礎及び原動力の確保

（「質の高い成長」とそれを通じた

貧困撲滅） 

（重要度：高）開発課題の解決に直接寄与する成果を生み出すた

めの目標項目であり，開発協力大綱等の政策目標への貢献の観点

からも機構の業務の最も枢要な部分であるため。（項目１から５

共通） 

事業の前提となる開発途上地域での政治・経済，治安面で機構

事業に多大な影響を与えるような状況や事案が発生しない。（項

目１から５共通） 

２ 

人々の基礎的生活を支える人間中

心の開発の推進（「質の高い成長」

とそれを通じた貧困撲滅） 

（重要度：高）  

３ 
普遍的価値の共有，平和で安全な社

会の実現 

（重要度，難易度：高）治安や紛争影響下での特殊な要因下で事

業運営を行う必要があり，目標達成に法人の創意工夫を要し，か

つ外部要因に事業実施を規定する条件が大きく左右されるため。 

紛争の発生等により事業実施の前提条件に大きな変化を与える

影響が発生しない。 

４ 
地球規模課題への取組を通じた持

続可能で強じんな国際社会の構築 
（重要度：高）  

５ 地域の重点取組 （重要度：高）  

６ 
民間企業等との連携を通じた開発

課題の解決への貢献 

（重要度：高）外部主体との連携の強化を通じて開発成果の向上

を図ることは業務・組織の見直しで指摘している重要項目のため。 

世界のマクロ経済や治安の悪化等により民間企業の開発途上地

域への進出意欲や投資意欲が大幅に減退しない。 

７ 
多様な担い手と開発途上地域の結

びつきの強化と裾野の拡大 

（重要度：高）外部主体との連携の強化を通じて開発成果の向上

を図ることは業務・組織の見直しで指摘している重要項目のため。 

社会状況や治安の悪化等により開発の担い手（地方自治体，大

学等）の海外展開や国際化に関する意欲が大幅に減退しない。 

８ 事業実施基盤の強化   

９ 戦略的な事業運営のための組織基盤づくり    

10 業務運営の効率化，適正化   

11 財務内容の改善   

12 安全対策 

（重要度，難易度：高）関係者の安全の確保は機構事業を安定的

に実施する上での大前提となる要因であること。また，不確実性

が高く，目標の達成が機構の努力だけではコントロールできない

外部の要因に左右され，かつこれまでに比べて業務の対象の拡大

や，大幅な取組の強化を伴うこと。 

機構関係者の安全確保に多大な影響を与えるような，予測ので

きない治安事象が発生しない。 

13 効果的・効率的な開発協力の推進   

14 
国際的な議論への積極的貢献及び

国際機関・他ドナー等との連携推進 

（重要度：高）外部主体との連携の強化を通じて開発成果の向上

を図ることは業務・組織の見直しで指摘している重要項目のため。 
 

15 開発協力の適正性の確保   

16 内部統制の強化   

17 人事に関する計画 

（難易度：高）独立行政法人等に対し平成 32年度末までに女性管

理職比率を 13.5%（平成 27 年度平均：機構は 12.8％）から 15%

まで増やすことが政府方針で求められているが，これに比べ 33%

高い目標達成水準を設定しており，これを達成するには機構独自

の創意工夫を要するため。 

機構職員の人事配置計画の策定に多大な影響を与えるような政

府方針の変更が発生しない。 

 

別添３ 


